
千円

千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

国県支出金 地方債 その他
引上げ分の
地方消費税

その他

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 1,390,522 80,163 201,845 1,108,514

障害者福祉費 2,315,321 1,608,578 4,904 108,111 593,728

老人福祉費 224,450 8,431 4,800 22,372 29,089 159,758

児童福祉費 児童福祉総務費 405,153 288,003 13,672 15,939 87,539

児童措置費 3,792,225 2,775,334 191,355 127,164 698,372

母子福祉費 346,508 118,626 35,102 192,780

児童福祉運営費 232,197 90,632 5,962 20,887 114,716

生活保護費 生活保護扶助費 836,813 644,667 10,710 27,948 153,488

9,543,189 5,614,434 4,800 248,975 566,085 3,108,895

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 621,111 328,613 45,055 247,443

老人福祉費 1,061,793 186,615 134,811 740,367

1,682,904 515,228 179,866 987,810

衛生費 保健衛生費
保健衛生総務一般
管理費

94,201 320 14,461 79,420

保健衛生対策費 307,132 9,911 52,300 469 37,656 206,796

予防費 215,088 5,655 32,261 177,172

病院費 病院費 1,820,167 5,002 279,604 1,535,561

2,436,588 15,886 52,300 5,471 363,982 1,998,949

13,662,681 6,145,548 57,100 254,446 1,109,933 6,095,654

令和６年度登米市一般会計決算における市町村交付金（社会保障財源化分）
が充てられる社会保障施策に要する経費について

　地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされ
ています。
　令和６年度登米市一般会計決算における市町村交付金（社会保障財源化分）の社会保障施策関連経費への充当
状況については、以下のとおりです。

13,662,681

1,109,933

※１　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。
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小計　①

（単位：千円）

　【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　【歳出】社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　

※２　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費は、人件費及び事務費を除いた額とする。
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